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■資料 2 

『京都府方面委員制度二十年史』（京都府学務部社会課、一九四一年、一七一―二頁） 

1．第六社会館 
陶化学区方面委員の奔走により、昭和 7年 4月、下京区東九条山王町に第六社会館が竣

工、5月 2日盛大な落成式が挙行せられた。敷地 177坪、建坪 90坪、建設費 7500余円、
当日京都市共済会会長代理相川常任理事の挨拶に「本館の事業は公益質舗の経営、託児及

び簡易なる授産事業を主として、無産階級の経済的福利の増進を目標としたものである。

勿論これら等の事業種目は既に巷間に其の多く本館のみの経営にかかるものでないが、当

区の熱心なる社会的要求により生れ出た所のもので、単なる一般的形式の模倣でない以上、

独自にして顕著なる発展と効果を期し得らるることを深く信ずる」と本館建設の意義と使

命の重大を示唆した。又本館建設の経緯に付いては陶化学区方面委員代表者太田淺次郎氏

の祝辞により知ることが出来る。 
（前略）顧るに我が陶化学区は嘗て都の南郊を扼し農家散在する地なりしも、近時京都

市の膨張に伴ひ、きわめて急激なる発展を遂げたるものにして、現在戸数 5千人、人口 2
万 3千、地域の膨大なると生活関係の複雑せると他に其の類を見ず、即ち其の大半を占む
るが如し、彼等は近時深刻なる財界不況の余波を蒙り、日々の生活にすら窮乏する者続出

するに至れり。（中略）昨年春財団法人京都共済会にて当方面に社会館建設の企図あるを知

るや直ちに起ちてこれが実施を期し、日夜建設資金造成の為に奔走せり。（後略） 
 
■資料 3『京都府紀伊郡誌』（京都府紀伊郡役所、一九一五年、三〇―三一頁） 

 東九条村 

京都東西町奉行の支配に属す。 
東九条 525石 6斗 7升   二条家    4石 9斗 8升 8合   東園家 
    349石       九条家    270石        西園寺家 
    150石       鷹司家    108石 5斗 9升 3合  一条家 
    200石       徳大寺家   128石 6斗      花山院家 
    147石 6斗 9升 9合 庭田家    21石 7斗 7升 3合  知恩院 
    50石        船舟院    18石 2斗 2升 9合  祇園社 
    6石 3斗 1升 8合  建仁寺    不明（青連院門跡 18石 3斗 6升 6合に非ざる乎）油小路家 
    81石 7斗 5升 8合  相国寺    4石 1斗 5升 3合   藤典侍 
    9石 7斗 8升    千種家 
 
□正租徴収法  米納金納の区別判然せず、領主により相違ありしものの如し、田畑宅地

共年々十月に蔵付と称し幾分の米を上納す、納期は十二月二十五日迄とし、未納者に対

しては其事情を参酌し、損害凶作の時は村内一同より延期又は用捨を乞ふ、然らざる者

は其所有地所を取上ぐ。 
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□正租外運冥加  他町村人民にして本村の地所を所有するものは、夫代として高一石に

付三升又は五升を徴収す、こは村入費に組入る、山役銭、松茸、藁、大豆等に対して運

上冥加金あるも其額不明、この外年々上ヶ竹と称し、竹二十四束を奉行へ納む。 
□賦課徴収金  地頭入用、国役銀、村入用を三口入用と称し、その割付は何れも高割、

村庄屋年寄定使給料は戸数割とし、十二月中に於て正租皆納の時に徴収す、其額不詳。 
□土木工事   堤防道路の普請は地頭より費用支出、高瀬川にかかる井堰等は角倉家の

負担とす、其他は村の入用なり。 
 
■資料 4 住宅地図からみる密集率の変遷（1915、1956、1959、1963） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（1915） （1956） 

（1963） （1959） 
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【資料 5】抜粋（報告者作成） 
町村敬志編『都市・空間・労働』（叢書日本の差別）明石書店、近刊（所収論文・未定稿） 

1 
 

【B】『京都市新家屋精密地図南（東

部）』（1/1800）1959、住宅協会出版

部 

 

【A】『京都市新家屋精密地図南区（東

部）』（1/1800）1956、住宅協会出版

部 

 

【C】『京都市新家屋精密地図南区（東

部）』（1/1800）1963、住宅協会出版

部 

 

【D】 『京都市新家屋精密地図南区（東

部）』（1/1800）1966、住宅協会出版部 

【E】『京都市新家屋精密地図南区

（東部）』（1/1600）1972、吉田地図 

【F】『京都市新家屋精密地図南区

（東部）』（1/1600）1975、吉田地図 

 

一方で、高度成長期に入って急激に人口増加を始めた 40 番地は、鴨川と高瀬川に挟ま
れた河川敷であるため、あくまで「不法占拠地域」とされ、非合法的な存在であり続けた。

また、1960年代の初期の居住者のうち 150世帯近くが 1980年代には転出し、1970年代
の転入者がその大半を占めるようなっていくほど住民の入れ替わりが激しく、都市部落・

スラムとは比較にならない程の流動性を持っていた（図 6）。住民自身の意識においても、
その定着性よりも流動性の方が高いため、地域住民としての性格を定めるのは容易ではな

かった。 

この地域に、行政調査が初めて入

ったのは 1963 年、京都府によるも
のであった。当時は、革新府政とし

て盤石の体制であった蜷川虎三知事

であった。1962年 6月、「鴨川高瀬
川合流点及び陶化橋東山橋における

住舎撤去に関する請願」が、中村庄

太郎、石原巌、檀嘉次らが紹介議員

となって、京都府議会に提出された。

柳下町に位置する念佛寺の関係者以

下、2000名以上の連名による「鴨川
高瀬川合流点及び陶化橋東山橋間の

堤防の不法占拠の世帯を撤去し社会福

祉の面からも万全を期せられたい」と
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【資料 5】抜粋（報告者作成） 
町村敬志編『都市・空間・労働』（叢書日本の差別）明石書店、近刊（所収論文・未定稿） 

2 
 

いう請願は、即日に採決されている（京都府議会 1963：11）。 
 戦後の住宅地図のなかに 40番地の存在が確認できるのは、管見の限り 1956年［A］か
らであるが、40番地の軒数は 13世帯となっている。当初は日本人ばかりで徐々に朝鮮人
が増え始めたという「証言」もあるが、既に半数が本名の朝鮮人であることが分かる。次

は、1959 年［B］であるが、居住者には変化がない。しかし、1963 年［C］になると 82
世帯となり人口が急増している。1966年［D］には 84世帯となっている。1972年［E］
には 101世帯が確認できる。1970年 11月には、京都市議会でも河川敷整備の請願が採択
され、「南区東九条北松ノ木町、南松ノ木町、柳下町の鴨川・高瀬川間の堤防一帯は、不法

占拠の居住者【300世帯（ママ）】もあり、環境は急速に悪化しているので、同河川敷を道
路にする等、抜本的施策を講じて整備願う」としていた（京都市 1973：3）。さらに、陶
化学区の住民により結成された「環境整備委員会」は市長に陳情し、ようやく実態調査が

決定されたのが 1972年 11月であったのである。 
1973年の京都市による『鴨川陶化橋「0番地域」調査報告』によれば、この地域に最初

に住み始めたのは満州ハルピンからの引揚者だとされている（京都市 1973：5）。そして、
この調査では、実に 181世帯、人口は表 1によれば 656人と記録されている。人口密度は
37,062人／㎢となり、実に京都市の 15倍であった。10年前の京都府議会への請願は実行
されなかったどころか、40番地は拡大の一途を辿っていたのである。その後、1976年［F］
には 114世帯と減少傾向をみせている。 

1973年調査では、「立入調査については具体的な方針を地元民に示さない限り、調査拒
否にあっている状況にあり」「単なる資料整備の範囲にとどまった」「0 番地地域の原因
を十分に究明することができなかった」と総括するほど十分な結果を出せなかった（京都

市 1973：6，26）。しかし、このような 40 番地の実態を内部から克明に記録することが
できなかった訳ではない。それを成し得たのは、地域の青年たちであり、それが、自主映

画『東九条』として結実した。 
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